
別紙（施設使用料） 平成19年９月13日改正，平成20年４月１日適用

単位：円/人・泊

北海道 セミナーハウス 0 1,600 500 2,800 3,200 0

１．利用者の範囲：本施設は，演習林を教育・研究・研修等に利用した者に使用を認める．

３．冬期料金：10月１日から翌年４月30日までの冬期間，備考２に該当しない使用者からは別途暖房費を徴収する．

　　料金は北海道演習林に問い合わせること．

４．区分の範囲：使用者の区分の範囲は以下の通りとする．

　　義務教育修了前の者：小・中学校の児童・生徒，幼稚園児など

　　その他：上記の範疇に属さない者

教職員 学生等 教職員
その他

　　他大学等学生等：大学，高専，専修学校，高校の学生，生徒

　　他大学等教職員：大学，高専，専修学校，高校，小・中学校，幼稚園等の教職員，及び試験場等公的機関の職員

学生等

義務教育
修了前の者

　　本学学生等：本学の学生，大学院生，研究生，附属中等教育学校の生徒等

　　本学教職員：本学の教職員，里親制度の里親，演習林関連ボランティア団体登録者

演習林 宿泊施設

＜備考＞

２．施設使用料免除範囲：本学学生・大学院生・研究生等授業料を納入している者，および義務教育修了前の者は免除する．

他大学等本学


